
政
令
第

号

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
六
条
第
三
項
、
第
十

二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
及
び
神
戸
市
」
を
「
、
神
戸
市
及
び
堺
市
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
に
出
資
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
機
構

の
中
期
計
画
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
そ
の
長
の
意
見
を
聴
く
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
堺
市
を
加
え
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。


